
 

 

 

 

 

 

 

【STCW 条約に基づいた訓練の受講が始まります】 

令和元年６月２８日付の当スタディ８０号で同様の内容についてお知らせし

ていますが、今回は同８０号について一部訂正を加えながらの続報という形で

説明していきたいと思います。 

 

【開始時期について】 

内航船に対する適用開始時期について、前回は未定と説明しましたが、その後

適応開始時期については、近海区域（限定近海を含む※）を有する総トン数２０

トン以上の船舶については２０２２年４月から、（限定沿海を除く）沿海区域を

有する総トン数２０トン以上の船舶については２０２４年４月から指定する乗

組員の受講が義務付けられることとなりました。 

※限定近海については一覧表に明記がありませんが、関東運輸局に確認したところ近海区域に

含まれるとの回答でした 

 

【受講対象者等について】 

受講対象者は、①海技免状所有者②航海当直部員③危険物等取扱責任者のい

ずれかに該当する乗組員で、来年度に関しましては、船員手帳の有効期限が「２

０２２年４月１日から２０２４年３月３１日」の乗組員については「２０２２年

４月１日から２０２３年３月３１日」までに技能証明書の受給が必要となりま

す。その技能証明書の受給されるためには、基本訓練の受講が必要となります。 

 

【誰に義務付けされているのか】 

当スタディ８０号で説明したとおり、実施主体は船主であり、具体的な受講方

法としては、対象者の休暇中に実施団体のスケジュールや定員枠を踏まえなが

ら受講していただくことになると思います。費用については船主負担で、研修期

間については出勤扱いで対応する予定です。なお、船主は証明書の発行状況を定

期的に運輸局に報告する義務があります。 

 

【訓練内容について】 

基本訓練は、以下の４種類が対象となります（８０号では３種類しか挙げてい

なかったため再掲）。 
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１．個々の生存技術（生存訓練）・・・５年ごとの実地訓練が必要 

２．防火及び消火（消火訓練）・・・５年ごとの実地訓練が必要 

３．初歩的な応急手当（応急訓練） 

４．個々の安全及び社会的責任（安全社会訓練） 

 

【受講の減免について】 

１．海技免状所有者 

 海技免状所有者については、応急訓練及び安全社

会訓練については免除となります（過去に海技免状

を取得して現在失効中の者については、新制度（１級、２級）での海技免状を取

得していた場合には免除となります）。 

また、海技免状取得後５年以内に船員手帳の有効期限に基づく受講期間とな

っても生存訓練及び消火訓練を受講する必要はありません。しかしながら、取得

後５年以上経過している者については、生存訓練及び消火訓練を受講する必要

があります（上級の海技免状を取得した場合には、新規取得と同等の扱いになり

ます）。 

２．危険物等取扱責任者 

船員手帳の有効期限に基づく受講期間となっても、危険物等取扱責任者の資

格取得のため、認定機関による消防実習を受講して５年以内であれば消火訓練

を受講する必要がありません（生存訓練は受講する必要があります）。 

３．健康上の理由で実地訓練が難しい者 

医師の診断等により実地訓練の参加が不可能であると判断された場合には、

他者の実地訓練を見学することで代えることが可能です。 

 

なお、国土交通省の関連ホームページを閲覧されたい方は、国土交通省のトッ

プページの「政策情報・分野別一覧」内にある「海事」→「主な政策」内にある

「船員政策」内のリスト「船員の安全衛生」→最下段「資格関係」内にある「STCW

条約基本訓練」と順にクリック（またはタップ）すれば詳細情報を見ることがで

きます。 

 

【編集後記】・・・働き方改革について 

昨年度に開催された交通政策審議会での答申をふまえて、来年４月１日施行

（一部は令和５年施行予定）に向けて現在法整備を進めているようです。大筋に

ついての情報は入ってきていますが、まだ具体的な内容が分からない部分もあ

ります。判明次第、当スタディ等にて皆様にお伝えしたいと考えています。 

（完） 


